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昇降機の検査基準及び注意事項 

三菱ロープ式エレベーター（荷物用/自動車用） 

【型式：ＭＥ－ＶＹＦ（制御方式：VFYL）】 

 

■はじめに 
定期検査の基本的内容は「定期検査業務基準書」に従って実施してください。 

本書は三菱ロープ式荷物用エレベーター（荷物用/自動車用）の定期検査に関する基準、

技術情報並びに定期検査時に必ず実施いただきたいことなどを記載しています。 

本書の他、「接触器、継電器及び運転制御用基板の接点の状況確認方法解説」等の追加

情報があります。合わせて確認をお願いします。 

 

検査者は検査実施の前に必ず本書をお読みいただき、注意事項や 

検査基準を確実にお守りください。 
 
 

所有者や管理者の方は原則、機械室や昇降路に入らないでください。 
 
 

● 定期検査実施時は、検査対象の機器をよく確認の上実施してください。 

当社は検査者が検査基準を取り違えて検査したことに起因する事故や 

不具合などについて一切、責任を負いません。 

● 本書の記載内容は予告なく変更される場合がありますので、検査前に必ず 

当社のホームページ（https://www.mebs.co.jp/owners/check/index/） 

にて最新版を確認してください。 

● 本書に記載されている機器の形状は代表的なものですので、実際の製品とは 

異なる場合があります。 

● 機械室ありロープ式エレベーター、機械室なしエレベーター、 

油圧式エレベーター、エスカレーター、トラベーター（動く歩道）については 

別冊子を参照願います。 

● 昇降機の定期検査は昇降機検査資格者にご依頼ください。 
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■安全にお使いいただくために 

 
安全にかかわる表示について 
本書では、誤った取り扱いをしたときに生じる危険や損害の程度を、次の表示で示しています。 

 警告 取り扱いを誤ると、人が死亡又は重傷を負うおそれがある内容を表します。 

 

必ずお守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。 
 

指示に基づく行為の強制（必ず行う内容）を表します。 
 

「禁止事項」（禁止行為）を表します。 

 

諸注意 

・本書に記載の安全に関する警告表示（警告、注意）については、必ずお守りください。 

・本書の記載内容にない操作及び取り扱いは行わないでください。人身事故、機器の故障の原因に

なる可能性があります。 
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■１．巻上機 
 

1-１ 救出装置（ブレーキ開放装置） 
 

警告 
 

ブレーキを開放する場合は、最初に少しだけ開放し、かごの移動方向を確認した上で、

ブレーキとブレーキ開放を小刻みに繰り返して、少しずつゆっくりとかごが移動するよ

うに操作してください。ブレーキ開放時間が長いと、かごの移動速度が上がり非常に危

険です。 

 

救出装置は救出時を除き検査以外の目的で使用しないこと。 

 

 

＜開放方法＞ 

下図を参照してください。 

① ブレーキプランジャーに開放装置をセットする。 

② 開放レバーを押してブレーキプランジャーを押し込むことによりブレーキを開放する。 

 

 

 

パッド 

コイル 

【ブレーキ開放装置】 

ブレーキプランジャーにセットし

矢印の方向に操作し開放する 

ドラム 

ブレーキ動作感知装置 
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1-２ 巻上機の潤滑油量 
 

油量の点検は運転休止後 5 分位経過してから以下の要領にて実施すること。 

油面の確認は必ず油面上の泡を除去して行うこと。 

 

 

 

 

ア. オイルゲージから棒ゲージを外し、ウェス等

で棒ゲージに付着したオイルを拭き取る。 

イ. 棒ゲージをオイルゲージに挿し込む。この

時、キャップはねじ込まず、オイルゲージ上

端に置いた状態とする。 

ウ. 棒ゲージを抜き取り、油面位置が棒ゲージの

上限～下限の範囲に入っているか確認する。 

エ. 油面確認後、棒ゲージを再度オイルゲージに

挿し込み、外れ防止のため、キャップを軽く

ねじ込む。 
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ＵＶカット溝 

1-３ 巻上機の綱車溝 

 
巻上機の綱車溝の要是正判定基準 

 
巻上機の綱車溝の要是正判定基準は綱車溝の全周を点検し、1 本でもＣ寸法が表１の要是正値以下で

ある場合又は複数の溝間に著しい摩耗差がある場合は、「要是正」と判定します。 

 

  【 測 定 方 法 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ シーブ磨耗状態各測定箇所 

 

 

 

 

 表１：Ｃ寸法 単 位 ： ｍ ｍ  

シーブ溝 形 状  要 是 正  

アンダー・ Ｕ Ｖ カット溝  １ .０  

 

 

 

図２ 複数の溝間に著しい摩耗差の例（矢印部） 

  

Ｃ ＝ Ｂ ＋ Ｙ － Ｄ  

※Ｂ 、Ｙ 、Ｄ 寸 法 は図 ３ を参 照 し実 測 のこと 

Ｃ 

Ｂ 

Ｄ 

Ｃ 

アンダーカット溝 

Ｙ 
Ｄ 

Ｙ 

 

Ｂ 
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【 Ｙ 寸 法 測 定 】  

 

デ プ ス ゲ ー ジ を 使 用 し 、 Ｙ 寸 法 を 実

測 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【 Ｂ 寸 法 測 定 】  

 

デ プ ス ゲ ー ジ を 使 用 し 、 シ ー ブ 溝 深

さ で あ る Ｂ 寸 法 を 実 測 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【 Ｄ 寸 法 測 定 】  

 

ノ ギ ス を 使 用 し 、 ワ イ ヤ ー 径 で あ る

Ｄ 寸 法 を 実 測 す る 。  

 

 

     Ｄ  

 

 

 

 

 

図 ３  Y、 B、 D 寸 法 測 定 方 法  

 

式 Ｃ ＝ Ｂ ＋ Ｙ － Ｄ に て 判 定 基 準 で あ る Ｃ 寸 法 を 算 出 す る 。  

 

  

＋Ｙ 

Ｂ 

－Ｙ 
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1-４ ブレーキ型式の確認 
 

下記ブレーキは、定期検査業務基準書の解説に基づく「要改善ブレーキ」には該当しません。 

 

    ブレーキの型式は、鋳物部の刻印又はブレーキ銘板で確認してください。 

巻上機の型式を間違うことのないよう確実に判別してください。 

 

表 ２ ：ブ レ ー キ 型 式  

鋳物部刻印 １００－＊＊＊＊ １１０－＊＊＊＊ １２０－＊＊＊＊ 

銘板 

(貼付がある場合) 
HW－５３－１００ ＨＷ－６３－１１０ 

ＨＷ－６３Ｓ－１２０ 

ＨＷ－７４－１２０ 

ブレーキ型式 HW―５３－１００ ＨＷ－６３－１１０ 
ＨＷ－６３Ｓ－１２０ 

ＨＷ－７４－１２０ 

適用巻上機 ＨＷ－５３型 ＨＷ－６３型 
ＨＷ－６３Ｓ型 

ＨＷ－７４型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 ４  刻 印 位 置  
 
 

1-5 ブレーキ部分の状態確認 
 

ブレーキ部分（ドラム面）への油の付着や著しい発錆などの異常がないことを 

確認してください。 
 

油排出場所への著しい油漏れがないことを確認してください。 
 

 

  

鋳物部刻印位置 



  

8 2026-02-05 版 

1-6 ブレーキパッド残存厚さの基準 
 ここでは、巻上機ブレーキのパッド厚さの状況の検査について、巻上機の型式ごとに「要重点点検」

及び「要是正」を判定する基準を示しています。 

なお、巻上機の型式は、巻上機の銘板に表示していますので、銘板の表示から巻上機の型式を判別し

てください。 

 

ブレーキパッドはエレベーターの品質を保つため、必ず当社の純正品を 

使用してください。 
 

巻上機の型式は巻上機の銘板に記載されていますので確認してください。 

巻上機の型式を間違うことのないよう確実に判別してください。 
 
パッドの厚さが「要重点点検」の判定基準に達している場合、次回の検査までに

「要是正」に至るおそれがある状態につき、日常の保守点検において重点的に点

検するとともに、「要是正」の状態に至った場合は速やかに対応してください。 

また、パッドの厚さが「要是正」の判定基準に達していない場合でも、前回検査から

のパッドの摩耗量を測定したパッド厚さから引いた値が、「要是正」の判定基準に達

するおそれがある場合は、「要是正」と判定してください。（定期検査業務基準書の

解説に記載の事項） 
 

図 5 に示すブレーキパッドの厚さを測定してください。 

パッドの厚さの状況の判定基準値は表３で確認してください。 

測定したパッド残存厚さのうちいずれか一つでも、「要重点点検」の判定基準値以下である場合は「要

重点点検」と判定し、「要是正」の判定基準値以下である場合は「要是正」と判定してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５  ブ レ ー キ パ ッ ド 残 存 厚 測 定 箇 所  

 表 ３ ：Ｈ Ｗ 型 巻 上 機 パッド厚さの状況の判定基準値 単位：ｍｍ 

巻 上 機 型 式  制 御 方 式  
パ ッ ド  

初 期 厚 さ  

パッド厚さの状況の 

判定基準値 

要 重 点 点 検  要 是 正  

Ｈ Ｗ -５ ３  

Ｈ Ｗ -６ ３  

Ｈ Ｗ -６ ３ Ｓ  

Ｈ Ｗ -７ ４  

電 気 制 動  

６ .４  ４ .５  ４ .０  

機 械 制 動  

＜注意事項＞ 

判定基準値は、当社の純正品を使用し、ブレーキパッド（当社の巻上機ではブレーキライニング）

やブレーキシュー等に対して一切、加工していない場合の値です。 

パッドの厚さとは図に示す部品の厚さです。 

ブレーキライニングの最も薄い部分の残存厚さを、左右のブレーキライニングそれぞれ測定してく

ださい。

パッド厚さ 
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1-7 ブレーキプランジャーストロークの基準 
 
ブレーキプランジャーストロークの管理値 
 

下記巻上機のブレーキは、定期検査業務基準書の解説に基づく「要改善ブレーキ」には該当しません。 

 

    巻上機の型式は巻上機の銘板に記載されていますので確認してください。 

巻上機の型式を間違うことのないよう確実に判別してください。 

 

巻上機型式 

HW-53、HW-63、HW-63S、HW-74 

 

1-8 主ロープ及びその取付部 

 全長にわたり、破断、摩耗及び発錆等の異常がなく、最新の定期検査業務基準書の基準に

適合すること。 
  

２箇所停止や特定の階への停止が多い場合には、ロープの摩損進行が早くなる傾向が 

あります。摩損進行の傾向と起動回数を考慮の上、適宜点検、交換を計画して 

ください。 

 

主ロープのストランド間（谷部）に赤錆が確認される場合には、ロープ内部に損傷が 

発生している可能性があります。錆の進行ならびに直径の変化を継続的に点検し、 

交換を計画してください。 

 

 取付状態の変化やダブルナット及び割ピンの劣化等の異常がないこと。     

 すべての主索が、ほぼ均等な張力であること。 

 

新設稼動時及びロープ交換後はロープ伸びが発生するため、張力、釣合おもり底部 

隙間、秤装置はロープ伸びが収まるまでは、特に注意して点検してください。 

 

 

 

 

 

■２．機械室  
 

2-1 接触器、継電器及び運転制御用基板 
 

別途「平成 20 年国土交通省告示第 283 号改正に伴う追加情報」を参照して確認してください。 
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■３．かご室  
 
 
３-1  

外部への連絡装置 

 

＜作動確認方法の注意＞ 

作動確認はエレベーターに供給されている動力電源及び照明電源を遮断して 

行なってください。 

 

※連絡装置は保守会社機能で保守会社に連絡できるようになっている場合が

あります。定期検査に該当する連絡装置かどうかについては、建物所有者（管

理者）及び保守会社等に確認ください。 

 
 
３-2  

かご内停止スイッチ 

 

かご操作盤開き戸内の「運転-休止」スイッチが該当スイッチです。 

 

 

 
３-3   

停電灯 

 

＜作動確認方法の注意＞ 

作動確認はエレベーターに供給されている動力電源及び照明電源を遮断して 

行なってください。 

 

 

■４．かご上  
 
 
４-1  

かご上停止スイッチ 

 

かご上運転盤及びポータブルスイッチに設けられた 

「RUN-STOP」スイッチが該当スイッチです。 

 
４-２ 

上部ファイナルリミット 

スイッチ 

リミット（強制停止） 

スイッチ 

昇降路に設けられた下記が該当スイッチです。 

上部ファイナルリミットスイッチ：「６ＬＳ」 

上部リミットスイッチ：「４ＬＳ」 

 

 
 
４-3 

頂部安全距離確保 

スイッチ 

昇降路に設けられた「LSU」が該当スイッチです。 

 

 

 
  



  

11 2026-02-05 版 

■５．乗場  
 

５-1 乗場戸スイッチ 

下記の乗場戸スイッチの検査を実施してください｡ 

 

製品機能維持のため下記に示す管理値を設けています。下記図示の管理値内になって

いることを確認し、管理値を外れる場合は管理値内に調整を実施ください。 

 

なお、スイッチの特定はスイッチ本体に表示された形名により確認してください｡ 

 

５-1-1 乗場戸スイッチ（片・中央開き戸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６：９０ＹＤ－Ｓ形 乗場戸スイッチ（片・中央引き戸） 

 

 

表４：９０ＹＤ－Ｓ形 乗場戸スイッチ設定寸法（片・中央引き戸） 

位 置 説 明  位 置  規 定 寸 法 （ ｍ ｍ ）  

ラ ッ チ 組 立 の 掛 り 代  Ａ  ８ ±１  

ス イ ッ チ 組 立 と ラ ッ チ 組 立 の 間 隔  Ｂ  ３ ±２  

接 点 の フ ォ ロ ー ア ッ プ 量  Ｃ  ４ ±１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スイッチ組立 

ラッチ組立 

ローラー カム 

平面図 
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A 

B 

Ｃ 

５-1-2 乗場戸スイッチ（上引き戸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          部 拡 大 図  

 

図７：ＮＤＲ－２４形 乗場戸スイッチ（上引き戸） 

 

 

表５：ＮＤＲ－２４形 乗場戸スイッチ設定寸法（上引き戸） 

位置説明 位置 規定寸法（ｍｍ） 

ロックとラッチの隙間 Ａ １５±１ 

ドアロックのかかり代 Ｂ ９ 

戸全閉時のロック本体とラッチの隙間 Ｃ 8 

Ｃ 寸 法 は 乗 場 戸 を ス イ ッ チ 組 立 側 に 押 し 、ラ ッ チ 組 立 と ス イ ッ チ

組 立 が 最 も 近 づ い た 時 に 測 定 。  

 
  

戸閉時（ロック時） ソレノイド励磁時 

スイッチ組立 

ラッチ組立 

（乗場戸に取付け） 

+2 
-0  

+0 
-2  
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■６．ピット  
 
 
６-１ 

下部ファイナルリミット 

スイッチ 

リミット（強制停止） 

スイッチ 

昇降路に設けられた下記が該当スイッチです。 

下部ファイナルリミットスイッチ：「５ＬＳ」 

下部リミットスイッチ：「３ＬＳ」 

 
６-2 

底部安全距離確保 

スイッチ 

昇降路に設けられた「LSD」が該当スイッチです。 

 

 

■７．その他の検査項目（大臣認定品） 
 

７-1 戸開走行保護装置（UCMP）の検査 

戸開走行保護装置が設けられているエレベーターでは、次の検査が必要になります｡よく読んで 

正しく検査するようにしてください。（定期検査報告に当たっては最終ページの『三菱エレベーター

戸開走行保護装置検査記録表』を必要に応じ活用ください。） 

※ 本装置は 2009 年 9 月 28 日に施行した建築基準法に適合するために必要な装置です。 

 

７-1-1 戸開走行保護装置型名と大臣認定番号の確認 

戸開走行保護装置が設けられたエレベーターの制御盤には、戸開走行保護装置の型名及び大臣認

定の番号が表示されているので必ず確認してください。このとき戸開走行保護装置の型名と巻上機

銘板に表示された巻上機の型式とが整合※していることを確認してください。 

なお、戸開走行保護装置型名により検査項目や確認内容が異なるので、間違えることのないように

充分注意して確認ください。 

※戸開走行保護装置型名の構成 

Y HW-〇〇 -〇〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８：戸開走行保護制御盤外観 

  

大臣認定番号 

戸開走行保護装置
型名 

枝番 

巻上機の型式 

戸開走行保護装置を示す頭文字 
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７-1-２ 戸開走行保護装置のブレーキ確認 （巻上機ブレーキの確認） 

ブレーキの確認を下記に従い実施してください。 

 

検査項目 検査内容 要是正判定基準 

周辺状況 ① 制動面への油の付着 

② 油排出場所への流出 

① 左 記 に 油 が

あること。 

② 著しい油漏れ

があること。 

制動力確認 

【その１】 

【頂部安全距離確保スイッチが有る場合】 

点検運転速度で停止した時のスリップ距離を記録、管理し制動力の確認

とする。 

 

① 点検運転アップで頂部安全距離確保スイッチが作動し、かごが停止

した位置をマーク、及び測定する。 

【方法】 

かごを無負荷で最上階レベル約１０００mm 下より点検運転でアップ

し、頂部安全距離確保スイッチで停止した位置をメインレールにマーク

する。この位置を頂部安全距離確保スイッチが作動してから停止した位

置とする。（A 点） 

 

② 頂部安全距離確保スイッチの作動点をマーク、及び測定する。 

【方法】 

次に、かごを約１５０mm ダウンさせ、検査モード※1 に設定する。設定

後は点検運転がレベリング速度になります。アップ運転し停止した位置

をメインレールにマークし、作動点とみなします。（DZ 外は DC スイ

ッチを同時に押します）（B 点） 

※１：検査モードの設定方法 

 HSIS、DOIS スイッチを OFF し DO・DC ボタンを同時にブザー鳴

動するまで（３秒以上）押すと設定される。（解除は HSIS の入-切） 

  ※検査モード運転中はブザー鳴動する。 

  ※DZ 外運転は DC 同時押しで運転できます。 

③ A 点、B 点間を測定し制動距離として記録する。（C 寸法） 

※点検運転モードの切替や DOIS スイッチは「付属資料：保守・点

検編」を参照。 

【注意】 

・A 点及び B 点は竣工時（関連部品を交換した場合は交換時）にマーク

した位置から 20mm 以上変化していないことを確認すること。 

・竣工時の数値は製品に記録された数値又は管理者が保管する記録表を

確認すること。（戸開走行保護装置検査記録表） 

※差し金などの定規を使い正確に測定する。 

 

 

＜変化量判定基

準＞ 

・竣工時（関連

部品を交換した

場合は交換時）

に測定したかご

制動距離 C 寸法

と検査時に測定

の C’寸法との

差が 

－20mm を 

下回ること又は 

＋20mm を 

上回ること。 
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検査項目 検査内容 要是正判定基準 

制動力確認 

【その２】 

【頂部安全距離確保スイッチが無い場合】 

（上昇リミットスイッチで停止した位置で測定する） 

点検運転速度で停止した時のスリップ距離を記録、管理し制動力

の確認とする。 

④ 点検運転アップで上昇リミットスイッチが作動し、かごが停止

した位置をマーク、及び測定する。 

【方法】 

かごを無負荷で最上階レベル約１０００mm 下より点検運転でア

ップし、上昇リミットスイッチで停止した位置をメインレールに

マークする。この位置を頂部安全距離確保スイッチが作動してか

ら停止した位置とする。（A 点） 

 

⑤ 上昇リミットスイッチの作動点をマーク、及び測定する。 

【方法】 

次に、かごを約１５０mm ダウンさせ、検査モード※1 に設定する。

設定後は点検運転がレべリング速度になります。アップ運転し停

止した位置をメインレールにマークし、作動点とみなします。（DZ

外は DC スイッチを同時に押します）（B 点） 

 

⑥ A 点、B 点間を測定し制動距離として記録する。（C 寸法） 

※１：検査モードは１4 ページを参照。 

※ 点検運転モードの切替や DOIS スイッチは「付属資料：保守・

点検編」を参照。 

【注意】 

・A 点及び B 点は竣工時（関連部品を交換した場合は交換時）に

マークした位置から 20mm 以上変化していないことを確認す

ること。 

・竣工時の数値は製品に記録された数値又は管理者が保管する記

録表を確認すること。 

（戸開走行保護装置検査記録表） 

※差し金などの定規を使い正確に測定する。 

 

＜変化量判定基準＞ 

・竣工時（関連部品

を交換した場合は交

換時）に測定したか

ご制動距離 C 寸法と

検査時に測定の C’

寸法との差が 

－20mｍを下回る 

又は＋20mm を 

上回ること。 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

頂部安全距離確保スイッチ有りの場合（イメージ）   頂部安全距離確保スイッチなしの場合（イメージ） 

 

 

頂部安全距離確保 

スイッチ 

かご側スイッチベン 

上昇リミットスイッチ 

かご側スイッチカム 
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７-1-3 ブレーキ動作感知装置の確認 

ブレーキスイッチ部分の検査を下記に従い実施してください。 

検査項目 検査内容 要是正判定基準 

外観の状況 目視により確認する。 ・欠損、き裂などの異常がある

こと。 

取付けの状況 目視による緩み確認マークの位置の確認、又は、

その他ナットの緩みが確認できる方法により確

認する。 

・取付け部に緩みがあること。 

作動確認 ・ブレーキを作動させて、ブレーキスイッチの作

動及びブレーキドラムとブレーキパッドとの

隙間状況を目視により確認する。 

・図中に記載の設定値とする。 

下記の状況のいずれか一つで

も該当すること。 

・作動が円滑でないこと｡ 

・ブレーキ開閉の間にブレー

キスイッチが ON-OFF 作動

しないこと。 

・ブレーキスイッチ作動時、ブ

レーキドラムとブレーキパ

ッドとが離れていないこと。 

使用期間確認 制御盤に記載された製造年月又は部品交換記録

で使用期間又は起動回数を確認する｡ 

※起動回数をカウントするには図１０に示す位

置に、カウンタを接続する必要があります。 

(カウンタ：H7EC-NFV(OMRON)など) 

ブレーキスイッチが設置後10

年又は起動回数 130 万回を超

えて使用されていること。 

 

 
図９：HW 型エレベーターブレーキスイッチ部構造 

 

 

 

 

 

 

 

図１０：起動回数カウンタ取付位置 

電磁接触器 BR 

UDXC 

起動回数カウンタ 

A1 A2 

1 2 

SC-5-1H 

(2a) 

(SZ-Z5) 
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７-1-4 戸開走行保護制御盤及び制御プログラムの確認 

下記のとおり検査を実施してください。 

検査項目 検査内容 要是正判定基準 

使用期間

確認 

戸開走行保護制御盤に記載された製造年月又

は部品交換記録で使用期間を確認する。 

論理判定装置（安全コントローラー）が

設置後 10 年を超えて使用されている

こと。 

作動確認 下記手順に従い安全プログラムが正常に作動

することを確認する。 

<確認手順> 

かご上又は機械室運転装置で点検運転走行中

に､任意の乗場戸スイッチを手動で外す。 

乗場戸スイッチを手動で外した瞬間､

かごは急停止せず､電動機又はブレー

キの励磁コイルが電源から遮断されな

いこと。 

 

７-１-5 特定距離感知装置の確認 

戸開走行保護装置では特定距離感知装置として着床装置の信号を使用しています｡ 

検査項目 検査内容 要是正判定基準 

作 動 位 置

測定 

・かごを中間階レベルに停止させ検査モード

に設定する。 

・戸開状態で、点検運転にてレベルを外し停止

した時の乗場床とかご床のレベル差を測定

する。 

【検査モード】 

・点検運転モードに切替え、ＤＯＩＳスイッチ

を ＯＦＦし、開・閉ボタンを同時に３秒以

上押して設定。 

・点検運転にて上昇・下降すると、レベリング

速度で運転しますので、停止するまで押し続

けてください。 

※点検運転モードの切替えやＤＯＩＳスイッ

チは「付属資料：保守・点検編」を参照。 

光透過型： 75±15ｍｍ 

磁気近接型：75±25ｍｍ 

で作動しないこと。 

使 用 期 間

確認 

制御盤に記載された製造年月又は部品交換記

録で期間又は起動回数を確認する。 

巻上機の型式は巻上機の銘板の記載を確認す

る。 

※起動回数をカウントするには図１０に示す

位置に、カウンタを接続する必要があります。 

(カウンタ：H7EC-NFV(OMRON)など) 

 

特定距離感知装置が下記基準を満た

すこと。 

<巻上機の型式がＹＨＷ－６３－０１、 

YHW－６３－ＣＳ、YHW－７４－０１ 

の場合> 

設置後１０年又は起動回数が１５０

０万回（ＡＳ、ＦＢＸ—２５、ＰＳＭ

Ｏ型）、１０００万回(ＰＭ型）を超

えて使用されていること。 

<巻上機の型式がＹＨＷ—６３—Ａ１、 

ＹＨＷ—７４—Ａ１の場合> 

設置後 8 年又は起動回数が１５００

万回を超えて使用されていること。 
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７-1-6 かご戸スイッチの確認 

下記のかごの戸のスイッチの検査を実施してください｡ 
 

検査項目 検査内容 要是正判定基準 

作動状況 図及び表中に記載の状態に合致していることを確

認してください。なお、スイッチの確認（特定）は

スイッチ本体に表示された形名又は下図の外形に

より確認してください｡ 

下図の状態が維持されてい

いないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１：かご戸スイッチ設定寸法（片・中央引き戸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１２：かご戸スイッチ設定寸法（上引き戸） 

 

表６：かご戸スイッチ各設定寸法（単位ｍｍ） 

接点接触開始距離：かごの高速の戸全閉手前（片引き） １０～７ 

接点接触開始距離：かごの高速の戸全閉手前（中央引き） ２０～１５ 

作動開始距離：かごの高速の戸全閉手前 （上引き戸） ２０ 0
-5 

ローラー押し代：（片・中央引き戸・上引き戸） ５.０±０.５ 

  

【接点とショート板隙間寸法】 
５ｍｍ以上 

スイッチカム 

戸開時 かご戸全閉時 

【ローラー押上げ量】 
５ .０ ±０ .５ ｍｍ 
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７-1-７ 乗場戸スイッチの確認 

 下記により乗場戸スイッチの検査を実施してください。 

検査項目 検査内容 要是正判定基準 

作動状況 乗場戸スイッチは、5-1 項のいずれかのスイッチ

が適用されています。図及び表中に記載の状態に

合致していることを確認してください。 

なお、スイッチの特定はスイッチ本体に表示され

た形名又は外形により確認してください｡ 

5-1 項に示す状態でないこ

と。 

 

７-1-8 戸全開感知装置の確認（上引き戸のみ） 

 下記により戸全開感知装置の検査を実施してください。 

検査項目 検査内容 要是正判定基準 

作動状況 

 

・戸が全開した時に戸全開感知スイッチが作動す

ること。 

戸が全開した時にスイッチ

が作動しないこと。 

戸開指令後規定時間内にス

イッチが働かずエレベータ

ーが制止しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１３：戸全開感知装置（上引き戸） 

 

  

戸全開感知装置 

全体図 上面図 

戸全開感知 
スイッチ 



  

20 2026-02-05 版 

７-1-9 かごエプロンの確認 
 

検査項目 検査内容 要是正判定基準 

外観確認 目視及び触診により、かご枠材との取り付け状況

を確認する。 

・破損、錆、腐食があること 

・過度の変形があること 

・取付部に緩みがあること 

長さ確認 かご敷居上面からエプロン垂直部下端までの長さ

を鋼尺で測定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・エプロン垂直部下端までの

長さが７５０ｍｍ未満で

あること。 

 
７-1-10 はみ出し感知装置の確認 

 自動車用エレベーターは機種によってはかご戸がないため、下記によりはみ出し感知装置の検査を

実施してください。 

検査項目 検査内容 要是正判定基準 

作動状況 はみ出し感知装置の光軸を遮光した時、かごが停

止すること。 

かごが停止しないこと。 

 
７-1-11 乗場戸（表示板）の確認 

 荷物用エレベーター（C1/C2 ローディング仕様）及び自動車用エレベーターは、積載可能な動力

車又は自動車の座面高さが規定されている。下記により表示板の状態検査を実施してください。 

検査項目 検査内容 要是正判定基準 

外観確認 表示板の設置状況及び表示板の状態を目視により

確認する。 

・表示板がないこと。 

・表示板の文字が判読できな

いこと。 

 

測定長さ 

 

かご敷居上面 

エプロン垂直部下端 
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 検査日：   年   月   日 検査者氏名： 

 

  検査項目 検査事項 検査方法 判定基準 測定値・確認記録 結果 特記事項 

戸

開

走

行

保

護

装

置 

(一) 戸開走行保護装置
の型名と大臣認定
番号の確認 

表示の状況 目視により確認する。 戸開走行保護装置型名又は大臣認定番号が表示されていないこ
と。 
巻上機型式が大臣認定を受けた型式と同一でないこと。 
 
 
 

大臣認定を受けた巻上機型式：HW-53、HW-63、HW-63S、HW-74 

戸開走行保護装置型名 

_____________               
大臣認定番号 

_____________               

巻上機型式 

_____________               

良・否 

  

(二) 戸開走行保護制御
盤及び制御プログ
ラムの確認 

外観の状況 目視により確認する。 戸開走行保護制御盤の型名が当社の指定する型名でないこと。  

指定の型名：                     
戸開走行保護制御盤型名  

_____________               
良・否 

  

制御盤の使用
期間の状況 

目視により確認する。 制御盤に記載された製造年月又は部品交換記録を確認し、論理判
定装置が 10 年を超えて使用されていること。 製造年月又は部品交換記録 

       年     月     日 

使用年数：       年 

良・否 

  

作動の状況 昇降機を運転し作動の状況を
確認する。 

乗場ドアインターロック・スイッチを外した際にかごが停止しな
いこと。又はブザーが鳴動しないこと。 

  良・否 
  

(三) 特定距離感知装置
の確認(設けられ
ているもののみ) 

作動の状況 測定により確認する。 検査モードで、かごが停止した時の作動位置が基準値を超えるこ

と。 

基準値：光透過型･････75±15mm 

基準値：磁気近接型･･･75±25mm 

光透過型 

上昇       mm・下降       mm 

磁気近接型 

上昇       mm・下降       mm 

良・否   

目視により確認する。 床位置停止中（無負荷）にかごを微速走行させ、特定距離感知装置

を通過させた際に、次の状況のいずれか一つでも該当すること。 

・特定距離感知装置が感知しないこと。 

・電動機電源が遮断しないこと。 

 

良・否  

使用期間 
の状況 

目視により確認する。 制御盤に記載された製造年月及び部品交換記録を確認し、特定距

離感知装置が下記を満たすこと。 

＜巻上機の型式が YHW-63-01,YHW-63-CS，YHW-74-01＞ 

設置後 10 年又は起動回数が 1500 万回（AS，FBX-25，PSMO 型），

1000 万回(PM 型）を超えて使用されていること。 

＜巻上機の型式が YHW-63-A1，YHW-74-A1＞ 

設置後 8年又は起動回数が 1500 万回超えて使用されているこ

と。 

製造年月及び部品交換記録 

       年     月     日 

使用年数：       年 

起動回数：        万回 

良・否  

(四) 戸開走行保護装置
のブレーキ確認 

表示の状況 目視により確認する。 ブレーキの型式が大臣認定を受けた型式と同一でないこと。 

巻上機型式 大臣認定を受けたブレーキの型式 

HW-53 HW-53-100 

HW-63 HW-63-110 

HW-63S 

HW-74 

HW-63S-120 

HW-74-120 
 

ブレーキ型式 

_____________               

良・否 

  

制動力の状況 金属製直尺等により測定して
制動距離を計算で求める。 

無負荷点検運転にて、頂部安全距離確保スイッチ又は上昇リミット

スイッチで停止させ、停止位置をマークする。このマークと検査モ

ードにおける上記スイッチによる停止位置のマークとの差を制動

距離の実測値として記録。この値が基準値を超えること。 

 

基準値：初期値±20mm 以内 

制動距離の実測値 

                 mm 

初期値 

                 mm 

変化量 
＋･－            mm 

良・否 

 

三菱エレベーター戸開走行保護装置検査記録表【型式：ME-VYF】 
 （定期検査業務基準書 戸開走行保護装置の解説に示す提出書面として、必要に応じ活用ください） 



  

[令和 8 年 2 月 5 日様式] 

22   2026-02-05 版  

(五) ブレーキ動作感知
装置の確認 

外観の状況 目視により確認する。 欠損、き裂などの異常があること。 
  良・否 

  

取付けの状況 目視又は触診により確認する。 取付部に緩みがあること。   良・否   

作動の状況 目視により確認する。 ブレーキを作動させた際にスイッチの作動が円滑でないこと。 
又はブレーキ開閉の間にスイッチが ON－OFF 作動しないこと。又
はブレーキスイッチ作動時、ブレーキドラムとブレーキパッドが
離れていないこと。 

  良・否 

  

使用期間 
の状況 

目視により確認する。 制御盤に記載された製造年月又は部品交換記録を確認し、設置後
10 年又はブレーキスイッチの起動回数が 130 万回を超えて使用さ
れていること。 

製造年月又は部品交換記録 

       年     月     日 

使用年数：       年 

起動回数：        万回 

良・否 

 

(六) かご戸のスイッチ
の確認 

作動の状況 かご戸を開いた後、徐々に戸
を閉め作動の位置を測定す
る。 

接点接触開始距離： 

かごの高速の戸全閉手前（片引き）  mm 
10～7 

接点接触開始距離： 

かごの高速の戸全閉手前（中央引き） mm 
20～15 

作動開始距離： 

かごの高速の戸全閉手前（上引き戸） mm 
20 0

-5 

全閉位置から次の数値範囲を超えた位置で、スイッチの接点が閉

じていること。 
 

良・否 

  

(七) 乗場ドアインター
ロック・スイッチ
の確認 

作動の状況 設定寸法を測定する。 ＜片引き戸、中央引き戸＞ 

いずれか一つでも下表の数値範囲を超えていること。 

ラッチ組立の掛り代            mm 8±1 

スイッチ組立とラッチ組立の間隔  mm 3±2 

接点のフォローアップ量           mm 4±1 

 

＜上引き戸＞ 

いずれか一つでも下表の数値範囲を超えていること。 

ロックとラッチの隙間             mm 15±1 

ドアロックのかかり代         mm 9 

戸全閉時のロック本体とラッチの隙間  mm 8 
 

 良・否 

  

(八) 戸全開感知装置の
確認 
（上引き戸のみ） 

戸全開感知装
置 

目視により確認する。 戸が全開したときに、次の状況のいずれか一つでも該当すること。 

・戸が全開しているのにスイッチが働かないこと。 

・戸開指令後規定時間内にスイッチが働かずエレベーターが制止

しないこと。 

 良・否 

 

(九)  かごエプロンの確
認 

外観の状況 目視により確認する。 破損、錆、腐食又は著しい変形があること。   良・否   

取付けの状況 目視及び触診により確認する。 取付部に緩みがあること。   良・否   

長さの状況 測定により確認する。 かご敷居上面からエプロン垂直部下端までの長さが当社の指定す

る基準値未満であること。        基準値：750mm 
長さ 
                 mm 

良・否 
  

(十) 巻上機の油排出場
所 

油の流出状況 目視により確認する。 油が流出していること。  良・否 
 

(十一) はみ出し検知装置 作動の状況 目視により確認する。 検出装置を作動させ、はみ出しを検知せず、エレベーターが制止

しないこと。 
 良・否 

 

+2 
0  
0 
-2  
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(十二) その他 乗り場戸付近
の表示の状況 

目視により確認する。 乗り場戸付近の表示板の設置状況及び表示板の状態を確認し、次
の状況のいずれか一つでも該当すること。 

・表示板がないこと。 

・表示板の文字が判読できないこと。 

 良・否 

 


